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１ 川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する新たな負担区及び負

担金額について（諮問） 

 

川越市では、下水道法及び都市計画法による事業認可を受けて下水道に流入することがで

きる下水道事業計画区域（以下、認可区域という)を追加する毎に新たな負担区及び、その

単位負担金額を定めてきました。 

今回、平成３０年３月２９日に市街化調整区域の菅間地区の一部及び笠幡地区の一部が新

たに認可区域に追加されました。 

このことを受け、新たに下水道整備を進めていくことから、整備費用の一部として受益者

負担金を賦課、徴収をしていきますので、新たな負担区及び、その単位負担金額を定める必

要があります。 

 

１．新たな負担区について 

 

 負担区の名称 流域第５負担区(諮問) 

 

２．単位負担金額の算定方法について 

川越市の受益者負担金（単位負担金額）は、事業費の１／３として計算しています。 

なお、前回、平成８年に定めた流域第４負担区では、負担区内全てが市街化調整区域

となっていました。市街化調整区域には都市計画税が賦課されていないことから、賦課

されている市街化区域の住民との間に負担の公平性を考慮し、都市計画税反映額を加算

しました。 

今回の流域第５負担区も市街化調整区域であることから流域第４負担区と同じく都

市計画税反映額を加算します。 

 

計算式 

 

末端管渠事業費 × 負担率（１／３） 

賦課対象面積        ＝ 基礎額（円／㎡） 

 

基礎額 ＋ 都市計画税反映額 ＝ 単位負担金額（円／㎡） 
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３．単位負担金額の算定 

 （１）基礎額の算定 

・末端管渠事業費(新規事業認可区域内に新規下水道整備する事業費) 

    ２９２，３０７千円 

 

内訳 

下水道管布設費（舗装本復旧込） ２６４，３１４千円 

その他（マンホールポンプ等）   ２７，９９３千円 

計              ２９２，３０７千円 

 

・負担率  

  １／３ 

受益者負担金は、建設省都市局長通達（昭和４４年９月１日付都計発第１０４

号）により下水道事業費の１／５から１／３とされ、川越市では負担率を１／３

としてきました。 

 

・賦課対象面積 

１４．６３ｈａ 

受益者負担金制度は下水道整備により、利益を受ける者（受益者）に対してその

整備費の一部を負担してもらう制度です。市街化調整区域は、市街化を抑制する地

域とされていることから、受益者負担金は現況宅地のみを対象として賦課します。 

今回追加された認可区域は宅地以外も含めた地区一帯を認可区域としており、認

可区域の面積（事業認可面積）には受益者負担金を賦課しない農地等も含まれてい

ます。 

そのため、事業認可面積から受益者負担金の賦課対象となる現況宅地のみを抽出

して賦課対象面積として単位負担金額を算出します。 
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イメージ 

事業認可面積（３１ｈａ）   賦課対象面積（１４．６３ｈａ） 

 

 

 

 

 

 

 

事業認可面積 ３１ｈａ   上図の色塗り部分     

賦課対象面積 １４．６３ｈａ  

 

基礎額 

 

末端管渠事業費（２９２，３０７千円）×負担率（１/３） 

賦課対象面積（１４．６３ｈａ）        ＝６６５円／㎡ 

≒６６０円／㎡ 

 

 

 

（２）都市計画税反映額 

市街化調整区域の負担区で都市計画税反映額を加算することは、前回の流域第４負担

区を諮問した川越市下水道使用料等審議会において、単位負担金額の算定方法として妥

当との答申を得ています。 

 

下水道使用料等審議会の答申（平成８年２月６日）の抜粋 

諮問された負担金額の算定方式は妥当やむを得ないものと思われるが、市街化区域と

比して市街化調整区域の宅地面積が大きいこと、現在の深刻な経済情勢を考え出来る

限り低額とすることとし、流域第４負担区の金額は１㎡当たり６００円台にとどめる

よう答申します。 

 

流域第４負担区（制定平成８年）では、市街化区域の整備で、実際に末端管渠事業に

充当された都市計画税額を整備面積で除して、１㎡当たりの都市計画税反映額を計算し

ておりました。しかし、現在（平成８年度以降）は市街化調整区域内の整備を行ってお

り、末端管渠事業に都市計画税額は充当されておりません。 
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今回は、実際に末端管渠整備に使われた都市計画税額の割合（充当率）から、見積も

った流域第５負担区の末端管渠事業費の場合の都市計画税額の充当額を試算して、その

額を賦課対象面積で除して１㎡当たりの都市計画税反映額を算出しました。 

 

充当率については市街化区域を整備していた平成７年度以前の１０年間（昭和６１年

度まで）で単独工事請負費に充当された都市計画税額で算出しました。 

充当率は年度毎にばらつきがあり、また、流域第第４負担区では都市計画税反映額を

低く抑える措置が取られていたことから、一番低い充当率だった平成元年度の１４％を

適用しました。 

 

充当率 

 
 

都市計画税反映額 

 

末端管渠事業費（２９２，３０７千円）×充当率（１４％） 

賦課対象面積（１４．６３ｈａ）            ＝２７９円／㎡ 

≒２７０円／㎡ 

 

 

 

（３）単位負担金額                                                          

 

基礎額（６６０円／㎡）＋都市計画税反映額（２７０円／㎡）＝９３０円／㎡（諮問） 

 

年度
単独工事請負費

(円）
充当された都市
計画税（円）

充当率
（％）

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ　Ｃ
昭和61年度 622,540,000 133,846,100 21.5%
昭和62年度 784,300,000 239,296,122 30.5% （最高）
昭和63年度 1,363,523,000 311,872,680 22.9%
平成元年度 1,974,493,200 280,806,508 14.2% （最低）
平成2年度 3,986,030,640 652,034,995 16.4%
平成3年度 3,001,106,150 644,940,076 21.5%
平成4年度 3,657,852,800 719,835,360 19.7%
平成5年度 4,196,354,400 636,633,945 15.2%
平成6年度 2,791,615,550 530,500,139 19.0%
平成7年度 2,369,000,000 538,282,041 22.7%

20.4% （平均）
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２ 川越市公共下水道事業分担金の額の変更について（諮問） 

 

川越市公共下水道事業分担金（以下、分担金という）の額を、「土地の面積１㎡当たり６

９０円」から「土地の面積１㎡当たり９３０円」に変更する。 

 

現在の分担金の額は、土地の面積１㎡当たり６９０円となっています。 

これは、現在、認可区域の住民が賦課、徴収されている最新の受益者負担金の単位負担

金額が６９０円／㎡のため、同額を定めたものです。 

 

今回、新たに受益者負担金の単位負担金額が定まった場合、認可区域の住民が新たな単

位負担金額で受益者負担金を賦課、徴収されることから、認可区域外から下水道流入をす

る場合に賦課、徴収する分担金についても、最新の受益者負担金の単位負担金額と同額に

変更をするものです。 

 

地方自治法では、「分担金は受益の限度において徴収できる」とされており、川越市公共

下水道事業分担金における受益とは下水道流入が可能となることです。 

この受益は、申請許可により発生することから、その申請時において、認可区域内の住

民が負担している最新の受益者負担金の額が、その受益の限度額として適当と判断するも

のです。 

また、この受益は、申請する場所による違いはなく、受益者負担金の負担区のように、

その負担区の整備費をお願いするものではないことから、申請場所により分担金額を変え

ることはしていません。 









 

 

受益者負担金と分担金の違い 

受益者負担金は、都市計画決定により下水道を整備する区域（認可区域）の

土地所有者から、下水道事業費（整備費）の一部を負担してもらう制度です。 

分担金は、認可区域から外れてはいるが、下水道に流入を希望した場合に、

希望する土地所有者から、下水道事業に対して、受益相応分を負担してもらう

制度です。 

 受益者負担金 分担金 

条例 川越市川越都市計画下

水道事業受益者負担に

関する条例 

川越市公共下水道事業

分担金条例 

根拠法令 都市計画法(昭和四十三

年法律第百号)第七十五

条 

地方自治法(昭和二十二

年法律第六十七号)第二

百二十四条 

対象 都市計画下水道事業に

より築造される公共下

水道の区域内に存する

土地（登記簿） 

事業計画を定めた区域

以外の区域から本市の

公共下水道に下水を流

入させようとする建築

物の敷地である土地（登

記簿） 

納付額 負担区毎 

流域第４負担区 

（市街化調整区域） 

 ６９０円／㎡（最新） 

６９０円／㎡ 

納付方法 ５年の年４期払いの 

２０回分割 

または、一括納付 

一括納付 

単位負担額算出方法 末端管渠整備費×1/3 

整備面積 

 

受益者負担金の最新の

負担金額を設定 

 


